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県手続に関する押印の見直しについて 

 

第１ 経 緯 

県では，押印規制・慣行について，国の通知を踏まえ「押印等見直しの基本的考え方」（令和３

年３月31日付け行経第140号。以下「基本的な考え方」という。）を策定した。 

「基本的な考え方」においては，行政手続のデジタル化や書面等の簡素化による県民の利便性向

上を図る観点から，押印を求める合理性がない場合や押印の代替手段がある場合には，押印の廃止

に向けて検討を進めることとしている。 
 
 

第２ 取組状況（「押印の見直しに関する調査について」（令和３年７月２日付け行経第４８号）とりまとめ結果） 

令和３年７月に押印見直しの取組状況を調査したところ，5,633件の手続中，「廃止済」が1,673

件，「廃止の方向で検討」が2,899件となり，合計で4,572件，81％の手続で廃止が見込まれる結果

となった。 

また，補助金交付手続や会計手続，人事関係手続など，全ての所属や職員が同一の規程に基づき

手続を行うもの（以下「共通手続」という。）については，統一的な対応が必要であることから取組

が進んでいない。 

  

 ○押印見直しの取組状況の調査結果 

 共通手続（別記） 共通手続以外 計 

①廃止済 304件( 5%) 1,369件(24%) 1,673件( 30%) 

②廃止の方向で検討 1,650件(29%) 1,249件(22%) 2,899件( 51%) 

③廃止不可 72件( 1%) 104 件( 2%) 176 件(  3%) 

④国の動向による 26件( 0%) 175 件( 3%) 201 件(  4%) 

⑤その他 363件( 6%) 321 件( 6%) 684 件( 12%) 

計 2,415件(43%) 3,218件(57%) 5,633件(100%) 

    注）割合は小数第１位で四捨五入しているため，内訳の合算値と合計値が合わない場合がある。 
 

 

第３ 対応方針 

１ 押印を廃止する手続 

県が，県民及び職員に対し押印を求めている行政手続又は内部手続であって，県の権限で廃止

可能な押印については，原則として廃止する。ただし，次に掲げる場合は見直しの対象外とす

る。 

（１）登記印又は登録印を押印させ，かつ，印鑑証明書の提出を求める場合 

（２）県の権利又は義務を設定する契約，協定等を締結する場合 

 

２ 押印の存続を含め，引き続き検討する手続 

上記１に関わらず，次のいずれかに該当する場合には，押印の存続も含め，引き続き検討する。 

（１）意見書や承認書など，第三者の意思表示の確認のため押印を求める場合 

（２）誓約書や同意書，証明書など，真正性の厳格な確認のため押印を求める場合 

（３）押印に代わる本人確認の手段がない，又は押印と比べ本人に対して著しい不便を強いる場合 
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○押印に代わる本人確認手段の例 

・手続全体のプロセスの中で本人を確認する。 

・継続的に関係のある，又は本人確認されたメールアドレスから提出させる。 

・運転免許証，マイナンバーカードを確認する。 等 

 

３ 取組目標：廃止済を含め，91％の押印を廃止する。 

 ○押印の見直し目標 

 共通手続 共通手続以外 計 

全手続数 2,476件（44%） 3,129件（56%） 5,605件（100%） 

押印廃止数（目標） 2,324件（41%） 2,788件（50%） 5,112件（ 91%） 

廃止済 315件（ 6%） 1,368件（24%） 1,683件（ 30%） 

今回，廃止 2,009件（36%） 1,420件（25%） 3,429件（ 61%） 

存続数 152 件（ 3%） 341 件（ 6%） 493 件（  9%） 

見直し対象外 83件 260件        343 件         

継続検討 69件 81件        150 件         

    注）割合は小数第１位で四捨五入しているため，内訳の合算値と合計値が合わない場合がある。 

      また，手続数は，令和３年７月の取組状況調査以降の精査や見直し等により変更がある。 

      

４ 取組方法 

手続を所管する課室は，可能な限り今年度末までに根拠規程の改正等を行い，押印を廃止する

ものとする。関係団体との調整や規程改正手続に時間を要するなど，今年度末までの廃止が困難

な場合においても，令和４年７月までに押印を廃止するものとする。 

 

５ 行政手続のオンライン化の推進 

押印の廃止と併せ，添付書類の削減や事務処理の簡素化など，業務プロセス全体の見直しを行う

ことにより，オンライン手続の導入及び拡大を進めていく。 

 

 ６ スケジュール 

・令和４年１月 ６日・・・・・ 行政改革推進本部幹事会で審議 

・令和４年１月17日 ・・・・  行政改革推進本部会議で決定。決定後，方針を庁内各課室へ 

通知し，見直し作業を依頼 

 ・令和４年１月中旬～３月 ・・ 各課室で根拠規程を改正（困難な場合は令和４年７月） 

 ・令和４年８月 ・・・・・・・ 取組状況の確認 

 

 

 

 

 

 

 


